
集まりの場のイメージ

 趣味活動の場として

利用までの流れ
※まずは，お住いの地区を担当する「地域包括支援センター」もしくは
「担当のケアマネージャー」までご相談ください。

利用できる方

 要支援１・２の方

 事業対象者
（日常生活状況の25項目の質問による判定
で該当者になった方）

※その他，上記に該当しない
方で，利用の希望がある場合
は,ご相談ください。

【問い合わせ先】
高知市基幹型地域包括支援センター
TEL：088-823-9121 FAX:088-821-6088

利用相談

※高知市では,令和４年度より介護予防・日常生活支援総合事業による住民主体の助け合い活動として，本事業を
実施しています。

※支援の内容は，話し合いのもと,調整します。また，活動団体によって内容や利用料は
異なります。

 地域の人や多世代の
交流の場として

 体操で筋力をつける

たとえば・・・

活動団体へ連絡 サービス調整 利用開始


